
令和２年度
流山市地域公共
交通活性化協議会
第２回会議
令和２年１０月１４日（水）１４時～

流山市ケアセンター研修室
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開 会

流山市地域公共交通活性化協議会委員の委嘱について

議題第１ 協議会規約の一部改正について（協議）
議題第２ 協議会委員の追加および変更について（協議）
議題第３ 監査委員の選任について（協議）
議題第４ 流山市地域公共交通網形成計画策定調査に係る

受託事業者の決定について（報告）
議題第５ 本年度調査について 今後の日程について（報告）
議題第６ 流山ぐりーんバス南流山・木ルートの変更の検討について（報告）
議題第７ その他（報告）

閉 会

次第
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市内の交通状況

鉄道：５路線
路線バス：２４路線
（市内を経路として運行するもの）

タクシー：７事業者
流山ぐりーんバス：６路線
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地域公共交通計画について

出展：国土交通省資料 4



地域公共交通計画について

出展：国土交通省資料 5



地域公共交通計画について

出展：国土交通省資料 6



議案第１ 流山市地域公共交通活性化
協議会規約の一部改正について（協議）

改正内容
第７条第４項
改正前：会議の議事は、出席委員の過半数で

決し、可否同数のときは会長の決する
ところによる。

改正後：会議の議事は、全委員の４分の３以
上（代理·委任状を含むものとする。）
の賛成で決するものとする。

配布資料１

7



議案第２ 協議会委員の追加および変更について（協議）

追加委員
・松戸新京成バス株式会社 １名 関係公共交通事業者
・一般社団法人千葉県タクシー協会 １名
その他の一般旅客自動車運送事業者の組織する団体
・流山地区タクシー運営委員会 ２名 関係公共交通事業者
・流山商工会議所 １名 公共交通利用者（流山市民）
・流山市観光協会 １名 公共交通利用者（流山市民）
・流山市社会福祉協議会 １名 公共交通利用者（流山市民）
・NPOながれやま子育てコミュニティなこっこ １名

公共交通利用者（流山市民）
・国土交通省関東運輸局交通政策部 １名 地方運輸局長

配布資料２
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議案第２ 協議会委員の追加および変更について（協議）

変更委員
・流山市健康福祉部 健康福祉部長
・流山市総合政策部 総合政策部長
・流山市子ども家庭部 子ども家庭部長
・流山市経済振興部 経済振興部長

配布資料２
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議題第３ 監査委員の選任について（協議）

渡邉 彰 様
関係行政機関
（千葉県総合企画部交通計画課 企画調整班長）

北原 幸治 様
関係公共交通事業者
（流鉄株式会社鉄道部 執行役員鉄道部長）

配布資料３
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議題第４ 流山市地域公共交通網形成計画策定調査業務
に係る受託事業者の決定について（報告）

調査業務について
本協議会において協議を行うために必要な実態調査

の整理・分析や協議を行った交通施策案のとりまとめな
どについて、専門的見地を備えたコンサルタントに業務
支援を委託するもの。

業務期間：令和２年８月１３日から令和３年３月３１日

委託金額：９９０万円

配布資料４
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業務内容
①交通に関わる実態の整理
②市民アンケート調査
③公共交通の実態・課題の整理
④基本方針・目標の設定
⑤公共交通施策の検討
⑥実施計画の作成
⑦推進方策の検討
⑧計画のとりまとめ
⑨協議会の運営支援

配布資料４

議題第４ 流山市地域公共交通網形成計画策定調査業務
に係る受託事業者の決定について（報告）
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１ 国保補助金の交付決定について

２ 事業者プロポーザルについて

３ 受託事業者の紹介

配布資料４

議題第４ 流山市地域公共交通網形成計画策定調査業務
に係る受託事業者の決定について（報告）
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議題第５ 本年度調査について、
今後の日程について（協議）

調査内容・スケジュール
Ⅰ流山市内の交通に関する分析について
Ⅱ調査の進め方について

配布資料５
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Ⅰ流山市内の交通に関する分析について
（１）エリア別人口の推計（総人口）

・流山市内における将来人口はおおたかの森から南流山にかけてのつくばエクスプレ
ス沿線地域で増加傾向

2020年総人口 2025年総人口 総人口変化（2025-2020）
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（１）エリア別人口の推計（総人口）

・2025年から2030年にかけて東部地区および北部地区の一部において人口減となるエ
リアがみられる

2025年総人口 2030年総人口 総人口変化（2030-2025）
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（１）エリア別人口の推計（高齢化率）

・2020年時点では、つくばエクスプレス沿線地域を中心に高齢化率が20%を下回ってい
るエリア見られる一方、流山街道沿線等の鉄道駅から離れた地域等において高齢化
率が高くなっている

2020年高齢化率 2025年高齢化率 高齢化率変化（2025-2020）
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（１）エリア別人口の推計（高齢化率）

・将来の高齢化率変化を見ると北部地区における高齢化率増加が顕著に見られるほ
か、東部地区においても高齢化率が高くなるエリアが存在している

2025年高齢化率 2030年高齢化率 高齢化率変化（2030-2025）
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（２）流山市内の交通流動の状況について

・流山市内から平日1日に発生する
全目的交通量は、約27.8万トリッ
プとなっており、その半数以上は
流山市内を目的地とするトリップ
である（約14.9万トリップ）

・流山市内の移動に着目すると、
62％が徒歩や自転車、34％が自
動車・2輪車での移動となっており、
公共交通を利用しての移動は4％
となっている。
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（３）流山ぐりーんバスの利用状況について

■運行本数
・各ルートの１日の運行本数は以下のとおり、
松ヶ丘・野々下ルートが最も多い。
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（３）流山ぐりーんバスの利用状況について

■１便当たり乗車人数と収支率
・2019年9月～2020年9月における月別の1便当たり乗車人数と収支率を整理
・新型コロナウイルスの感染拡大により、2020年2月頃から乗車人数が減少
→現在は徐々に回復傾向（江戸川台西ルートは前年同月よりも乗車人数が増加）
・収支率についても2020年6月以降回復傾向にあるが、江戸川台西ルートを除き前年の8割程度
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1便あたり乗車人数の推移（月別） ルート別収支率の推移（月別）



０．地域公共交通計画とは（旧地域公共交通網形成計画）

■地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に基づき、地方公共団体（流山市）
が策定する地域公共交通に関するマスタープラン（計画策定は努力義務）
■本年法律が一部改正。改正の背景・必要性、改正の内容は下記のとおり
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Ⅱ調査の進め方について



０．地域公共交通計画とは（旧地域公共交通網形成計画）

■地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に基づき、地方公共団体（流山市）
が策定する地域公共交通に関するマスタープラン（計画策定は努力義務）
■本年法律が一部改正。改正の背景・必要性、改正の内容は下記のとおり
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Ⅱ調査の進め方について



１．調査の全体構成
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Ⅱ調査の進め方について



参考・各調査項目とアウトプットの関連性
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２．交通に関わる実態の整理
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（１）エリア別人口の推計

・流山市内を100mメッシュ（100m×100mの格子）で分割し、各メッシュにおける現状及
び将来の人口、高齢化率等を整理する。
・整理する人口の種類は、夜間人口（流山市の居住人口）と従業人口（流山市内で働
いている人口）とする。

（２）公共交通の目的地となる施設の立地状況

・流山市内の公共施設、民間施設のデータ整備を行う。
・また、市民アンケートにおける回答結果より、市外も含めた公共交通での利用頻度の
高い施設も整備を行い把握する。
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（２）公共交通の目的地となる施設の立地状況

武蔵野線

常磐線

流山線

東武野田線

武蔵野線

常磐線

流山線

東武野田線

スーパーマーケット 内科医
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（３）道路の整備状況

・流山市内の道路整備状況や渋滞状況の把握および需要予測等の分析で用いるデー
タ整備のため、道路に関するデータの収集・整備を行う。
・最新のデジタル道路地図データをもとに、流山市内の道路整備状況を把握する。
（データ整備年：2019年9月）

（４）交通広場の利用状況

・流山市内駅及び市民の利用がみられる市外駅の交通広場の利用状況を把握するた
め、現地調査を実施する。
・朝および夕方のピーク時間帯に、バス、タクシー、自家用車、企業送迎バス等により
交通広場がどのように利用されているかを把握する。
・交通広場の容量的な観点からバス路線の増設や運行本数の増加等が可能かを分析
する。

10月6日（火）に現地調査を実施
調査結果については、現在整理・集計中⇒第3回協議会にて結果を提示
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（５）地形状況

武蔵野線

常磐線

流山線

東武野田線

流山市内の標高図

• 数値地図（国土基本情報）による
50ｍメッシュ標高データを用いて、
流山市内の地形状況を把握する
（データ整備年2017年）

• （３）の道路地図データに当データ
をもとに標高を付与し、バス停や
駅まで等の徒歩移動において、高
低差（坂の上り下り）を考慮した
サービス評価を行う
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（６）公共交通の利用状況

・現在の流山市内の公共交通（路線バス、タクシー、流山ぐりーんバス）の利用状況に
ついて、交通事業者様よりご提供いただけるデータ、公表データを用いて分析を行う

○利用状況に関するデータ整備・分析

バス事業者 ご提供いただけるデータ 期間

東武バスイースト様 路線別輸送人員 ・2018年度（4月～3月）
・2019年度（4月～3月）
・2020年 4月～8月

東武バスセント・ラル様 路線別輸送人員

京成バス様 路線別輸送人員

・タクシーに関する利用状況のデータについては、本協議会後タクシー事業者様と
協議させていただき、流山市内におけるタクシー利用が多い地域等の整理を行う
ため、どのようなデータがご提供いただけるかを相談させていただく。
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（７）地区間移動量

・流山市における交通流動を詳細に把握するため、携帯電話ビッグデータを用いて、
100ｍメッシュ単位での移動データを作成し、流山市内における交通流動を詳細に分
析する
・また、このデータは（８）需要予測においても活用する

（８）需要予測

・市民アンケートや交通サービス水準分析の結果等から、バス路線の再編等の公共交
通に関する施策を検討する際に、施策を実施した場合の効果や影響について、需要
予測を行うことで分析する
・需要予測を行うために、流山市内および周辺の交通流動データより、交通サービス
（所要時間、費用等）をインプットすることで各交通機関の分担率が計算される交通手
段分担率推計モデルを作成する



３．市民アンケート
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・流山市内の3,000世帯を対象とした公共交通の利用状況に関するアンケート調査を、
10月6日～23日にかけて実施中
・ご回答いただいた結果を用いて、市内公共交通の課題整理や、公共交通施策の検
討に反映していくこととする



３．市民アンケート
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・流山市内の3,000世帯を対象とした公共交通の利用状況に関するアンケート調査を、
10月6日～23日にかけて実施中
・ご回答いただいた結果を用いて、市内公共交通の課題整理や、公共交通施策の検
討に反映していくこととする



４．公共交通の実態・課題の整理
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・2.交通に関わる実態の整理、3.市民アンケート調査の結果を踏まえ、これまでの公共
交通施策の評価を行う。
・本資料で示す評価・課題の整理については、一例であり、2.交通に関わる実態の整理、
3.市民アンケート調査の結果を踏まえ、必要な評価・課題の整理を行うものとする。

・実態の整理および市民アンケートを踏まえた評価項目の一例を以下に示す。
 交通不便地域の評価（現況の評価、将来の高齢化を踏まえた評価）
 市内公共交通（バス路線等）の評価
 高齢者割引制度の評価（現況、将来）
 交通需要予測による交通サービスの評価（速達性、信頼性、運行頻度等）
 新型コロナウイルスによる公共交通への影響 ほか

最寄り駅までの
所要時間（60歳以上）

将来の人口変化と
バスネットワーク

※図はともに
イメージ
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５．基本方針・目標の設定
・ここまでの分析結果および既往計画での目標を踏まえ、公共交通施策に対する市の
基本方針（各交通モードの市内交通における役割・位置づけ）と定量的な目標を設定

６．公共交通施策の検討
（１）需要予測・交通サービス水準分析を実施する公共交通施策の設定
（２）需要予測および交通サービス水準分析の実施
（３）上記の公共交通施策でカバーできない地域に対する施策の検討

７．実施計画の作成
・公共交通施策を実施していくための実施計画について検討する。

８．推進方針の作成
・公共交通施策を推進していくための方針（公的サービスと民間サービスの役割分担、
自治体、市民の役割分担、新たな公共交通施策導入に関するルールの設定等）につ
いて検討

９．計画のとりまとめ
・以上の結果を「流山市地域公共交通計画」（素案）としてとりまとめる。



１０．スケジュール
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以下のスケジュールで調査を進めていきたいと考えている

項目 日程 内容
第2回協議会 10月14日（本日） ・調査の進め方等

市民アンケート 調査期間：10月6日～10月23

日
交通事業者ヒアリング 11月下旬～12月上旬 ※日程につきましては、市民アンケートの分析

状況を踏まえ調整をさせていただきます。

庁内検討会議 12月14日 ・市民アンケート結果
・事業者ヒアリング結果
・基本方針案
・目標設定案
・公共交通施策の設定案

第3回協議会 12月17日

交通事業者様を交え
た分科会

令和3年
2月中旬～下旬

・公共施策に対する評価（需要予測・収支分析
結果、交通サービス水準分析結果）
・実施計画
・推進方針
・地域公共交通計画のとりまとめ方針

庁内検討会議 令和3年3月16日 ・地域公共交通計画素案
第4回協議会 令和3年3月下旬

（3/18以降（3/22午後除く））

パブリックコメント 令和3年6月頃



議題第６ 流山ぐりーんバス南流山・木ルートの変更
の検討について（報告）

【変更ルート】
・運行時間（予定）
１０時～１６時
変更ルートを
加えたルート
の運行
・運行間隔
３０分間隔を想定

【現行ルート】
・運行時間
６時４０分～
２１時１６分

・運行便数
４４便
・運行間隔
２０分間隔
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議題第７ その他（報告）

派遣者：加藤博和 会長
派遣先：東部地区自治会連合協議会
内容：地元自治会との協議・調整

委員の派遣について
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